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平成２７年度狭山市水道事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 平成２７年度狭山市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）給水戸数                        ６５，２００戸 

（２）年間総給水量                  １７，３００，０００㎥ 

（３）一日平均給水量                     ４７，２６８㎥ 

（４）主要な建設改良事業         

① 浄配水場施設更新事業             １，５２５，３００千円 

② 配水管（老朽管）更新事業             ５４４，６６１千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収          入 

 第１款 水道事業収益                 ３，３５４，１３２千円 

  第１項 営業収益                  ２，９１３，５５４千円 

  第２項 営業外収益                   ４４０，５７７千円 

  第３項 特別利益                         １千円 

支          出 

 第 1 款 水道事業費用                 ２，８４４，５３８千円 

  第１項 営業費用                  ２，７６５，６９７千円 

  第２項 営業外費用                    ７６，５５６千円 

  第３項 特別損失                      １，２８５千円 

  第４項 予備費                       １，０００千円 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本

的支出額に対し不足する額２，１９４，４８７千円は、当年度分消費税及び地方消

費税資本的収支調整額１７１，７８８千円、過年度分損益勘定留保資金１，７９３，６６２

千円及び減債積立金２２９，０３７千円で補てんするものとする。）。 

収          入 

 第１款 資本的収入                    ５８０，７２０千円 

  第１項 企業債                                        ３４９，０００千円 

  第２項 負担金                                           ７，５０５千円 

  第３項 工事寄附金                                   １０９，３９３千円 

  第４項 水道利用加入金                                  ３６，８３８千円 

  第５項 設計管理料                                       ８，９８４千円 

  第６項 国庫補助金                                      ６９，０００千円 



 

支          出 

 第１款 資本的支出                  ２，７７５，２０７千円 

    第１項 建設改良費                ２，５４６，１７０千円 

    第２項 企業債償還金                  ２２９，０３７千円 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定

める。 

事       項 期   間 限  度  額 

鵜ノ木浄水場中央監視制御設備更新事

業費 

平成２７年度から 

平成２８年度まで 

千円 

６６１，２００ 

   (企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定

める。 

起 債 の 目 的 限 度 額 
起 債 の

方    法 
利 率 償 還 の 方 法 

 

 

 

稲荷山配水場更新事業

費 

 

 

 

    千円 

 

 

３４９，０００ 

 

 

普通貸借

又  は 

証券発行 

４．０％

以 内 

借入先の融通条件

による。ただし、

財政の都合により

据置期間を短縮

し、若しくは繰上

償還し、又は低利

に借換えすること

ができる。 

計 ３４９，０００    

（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、１００，０００千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、営業費用、営

業外費用及び特別損失の間の流用と定める。 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 職員給与費３３５，７１０千円を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそ

れ以外の経費を職員給与費に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

（他会計からの負担金） 

第１０条 水道施設の建設等のため他会計からこの会計へ負担を受ける金額は、  

 １８，１４５千円である。 

（たな卸資産購入限度額） 

第１１条 たな卸資産の購入限度額は、４２，４２０千円と定める。 
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